
  

一 

令和 8 年 5 月 22 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１４５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

企
業
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

解
除
予
定
保
安
林
の
取
消
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

平
成
四
年
千
葉
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

公 
 

告 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
及 

 
 

 

 
 

び
調
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
五
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

企

業

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

横 

山 
 

尚 

典 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
行
政
文
書
規
程
□
昭
和
六
十
三
年
千
葉
県
水
道
局
管
理
規
程
第
八
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
四
条
の
見
出
し
中
□
□
土
地
事
業
調
整
課
長
□
を
削
り
□
同
条
中
□
□
土
地
管
理
部
土
地
事
業
調
整

課
長
□
以
下
□
土
地
事
業
調
整
課
長
□
と
い
う
□
□
□
を
削
り
□
同
条
第
一
号
の
二
を
削
る
□ 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
□
管
理
部
□
水
道
部
□
用
水
供
給
部
及
び
工
業
用
水
部
に
あ
つ
て
は
□
及
び
□
□

土
地
管
理
部
に
あ
つ
て
は
全
て
土
地
管
理
部
土
地
事
業
調
整
課
□
以
下
□
土
地
事
業
調
整
課
□
と
い

う
□
□
に
お
い
て
□
を
削
り
□
同
条
第
二
項
中
□
又
は
土
地
事
業
調
整
課
□
を
削
り
□
同
項
第
二
号
中

□
□
土
地
事
業
調
整
課
長
は
土
地
管
理
部
長
の
□
を
削
り
□
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

三 

親
展
文
書
等
は
□
開
封
し
な
い
で
□
局
長
及
び
管
理
部
長
宛
て
の
も
の
に
あ
つ
て
は
総
務
企
画

課
□
水
道
部
長
及
び
水
道
部
次
長
宛
て
の
も
の
に
あ
つ
て
は
水
道
部
計
画
課
□
用
水
供
給
部
長
及
び

用
水
供
給
部
次
長
宛
て
の
も
の
に
あ
つ
て
は
用
水
供
給
部
用
水
供
給
管
理
課
□
工
業
用
水
部
長
及
び

工
業
用
水
部
次
長
宛
て
の
も
の
に
あ
つ
て
は
工
業
用
水
部
工
業
用
水
管
理
課
□
土
地
管
理
部
長
及
び

土
地
管
理
部
次
長
宛
て
の
も
の
に
あ
つ
て
は
土
地
管
理
部
土
地
事
業
調
整
課
□
そ
の
他
の
文
書
に
あ

つ
て
は
主
務
課
又
は
名
宛
て
人
に
配
布
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

第
十
四
条
第
三
項
中
□
又
は
土
地
事
業
調
整
課
長
□
を
削
る
□ 

 

第
十
六
条
各
号
中
□
又
は
土
地
事
業
調
整
課
□
を
削
る
□ 

 

第
三
十
九
条
第
一
項
中
□
□
土
地
管
理
部
に
あ
つ
て
は
□
土
地
事
業
調
整
課
□
□
を
削
り
□
同
項
た
だ

し
書
中
□
又
は
土
地
事
業
調
整
課
長
が
土
地
事
業
調
整
課
に
お
い
て
□
を
削
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
総
務
企
画
課
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土
地
事
業
調
整
課
長
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号 

 

計
量
法
□
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
□
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

計
量
法
施
行
令
□
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
□
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器

の
定
期
検
査
□
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
□
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
□
第
三
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
定
期
検
査
を
除
く
□
□ 

検
査
区
域 

検

査

期

日 

検

査

場

所 

検

査

時

間 

成
田
市 

令
和
八
年
七
月
八
日 

成
田
市
高
岡
一
□
四
三
五
番
地 

成
田
市
下
総
公
民
館 

午
後
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 

令
和
八
年
七
月
九
日 

成
田
市
天
神
峰
八
〇
番
地
一 

成 

午
前
十
時
か
ら
午
後 

 
 

田
市
公
設
地
方
卸
売
市
場 

三
時
ま
で 

 

令
和
八
年
七
月
十
日 

成
田
市
松
子
三
九
三
番
地 

成
田

市
大
栄
公
民
館 

午
前
十
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 
令
和
八
年
七
月
十
三

日 

成
田
市
飯
仲
四
五
番
地 

成
田
市

総
合
流
通
セ
ン
タ
□ 

午
前
十
時
か
ら
午
後

三
時
ま
で 

 

令
和
八
年
七
月
十
四

日 

成
田
市
赤
坂
一
丁
目
三
番
地
一 

成
田
市
保
健
福
祉
館 

午
前
十
時
三
十
分
か

ら
午
後
三
時
ま
で 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

5

月

22

日 

定 
 

例 

 

 

別
表
第
一
部
長
印
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
□
総
務
企
画
課
長
□
に
改
め
る
□ 



 
 

 

二 
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令
和
八
年
七
月
十
五

日 

成
田
市
宝
田
九
一
二
番
地
一 

成

田
市
農
業
協
同
組
合
経
済
セ
ン

タ
□ 

〃 

 

令
和
八
年
七
月
十
六

日 

成
田
市
花
崎
町
七
六
〇
番
地 

成

田
市
役
所 

〃 

 
令
和
八
年
七
月
十
七

日 

〃 

〃 

長
生
郡
睦

沢
町 

令
和
八
年
七
月
一
日 

長
生
郡
睦
沢
町
下
之
郷
一
□
六
五

〇
番
地
一 

長
生
郡
睦
沢
町
役
場 

〃 

長
生
郡
長

柄
町 

令
和
八
年
七
月
三
日 

長
生
郡
長
柄
町
大
字
桜
谷
七
一
二

番
地 

長
生
郡
長
柄
町
役
場 

〃 

長
生
郡
長

南
町 

令
和
八
年
七
月
二
日 
長
生
郡
長
南
町
長
南
二
□
一
一
〇

番
地 
長
生
郡
長
南
町
役
場 

〃 

 

備
考 

 
 

一 

検
査
時
間
の
う
ち
□
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
は
□
休
憩
時
間
と
す
る
□ 

 
 

二 

表
に
定
め
る
検
査
期
日
及
び
検
査
場
所
に
お
い
て
受
検
し
な
か
□
た
者
の
特
定
計
量
器
の
検
査

は
□
知
事
が
別
に
指
定
す
る
日
時
に
千
葉
県
計
量
検
定
所
に
お
い
て
行
う
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
市
大

和
田
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
五
月
十
四
日
付
け
で
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
市
原
市
五

井
連
合
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
五
月
十
四
日
付
け
で
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
  

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
吉
田
西
部

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
五
月
十
四
日
付
け
で
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号 

 

平
成
七
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号
□
解
除
予
定
保
安
林
□
の
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定

は
□
解
除
の
理
由
の
消
滅
に
よ
り
□
こ
れ
を
取
り
消
す
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

       

公

告 

 
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
市
原
市

上
郷
南
和
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

市
原
市
海
保
一
□
〇
五
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

米 
 

正 

昭 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

一
□
〇
八
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

苅 

米 
 

幸 

男 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

六
八
九
番
地
・
六
九
〇
番
地
合
併 

 
 

 
 

 
 

 
 

井 

口 
 

勝 

博 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

五
五
二
番
地
九 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

霜 

﨑 
 

義 

久 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

七
〇
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

井 

口 
 

雅 

宏 
 

 
 

二 

退
任
監
事 

 
 

市
原
市
海
保
八
九
五
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

苅 

米 
 

正 

司 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
八
九
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

霜 

﨑 
 

茂 

夫 
 

 
 

三 

就
任
理
事 

 
 

市
原
市
海
保
一
□
〇
六
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

霜 

﨑 
 

正 

俊 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

五
五
二
番
地
九 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

霜 

﨑 
 

義 

久 
 

 
 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
２

７
号

 

 
平

成
４

年
千

葉
県

公
安

委
員

会
告

示
第

５
号

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

き
聴

聞
の

公
示

を
行

う
掲

示
板

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

令
和

８
年

５
月

２
２

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

 
「

第
５

条
第

２
項

」
の

次
に

「
（

同
法

第
１

５
条

の
２

第
８

項
及

び
第

９
項

並
び

に
第

３
０

条
の

８
第

４
項

及
び

第
５

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

」
を

、
「

に
よ

り
」

の
次

に
「

、
千

葉
県

警
察

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

す
る

と
と

も
に

」
を

加
え

る
。
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〃 
 

〃 

四
六
一
番
地
の
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

井 

口 
 

智 

博 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

七
〇
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

井 

口 
 

雅 

宏 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

一
□
〇
八
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

苅 

米 
 

愛 

希 
 

 
 

四 

就
任
監
事 

 
 

市
原
市
海
保
八
九
五
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

苅 

米 
 

正 

司 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
六
九
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

井 

口 
 

一 

夫 
 

 
 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
市
原
市

三
和
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

市
原
市
土
宇
一
二
九
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

枝 
 

正 

敏 
 

 
 

 
 

〃 
 

二
日
市
場
六
八
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

野 

田 
 

晴 

己 
 

 
 

 
 

〃 
 

土
宇
七
六
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

横 

山 
 

博 

章 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

九
三
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤 

枝 
 

 

雄 
 

 
 

 
 

〃 
 

二
日
市
場
六
一
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉 

野 
 

孝 

男 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

 

八
一
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
園
生 

 

幹 

夫 
 

 
 

 
 

〃 
 

土
宇
五
四
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

枝 
 

信 

義 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

五
二
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

枝 
 

□ 

雄 
 

 
 

二 

退
任
監
事 

 
 

市
原
市
二
日
市
場
五
四
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

川 

野 
 

義 

市 
 

 
 

 
 

〃 
 

山
田
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

仲 

村 
 

和 

雄 
 

 
 

三 

就
任
理
事 

 
 

市
原
市
土
宇
一
二
九
番
地
二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

枝 
 

正 
敏 

 
 

 

 
 

〃 
 

二
日
市
場
六
八
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

野 

田 
 

晴 

己 
 

 
 

 
 

〃 
 

土
宇
七
六
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

横 

山 
 

博 

章 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

九
三
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤 

枝 
 

 

雄 
 

 
 

 
 

〃 
 

二
日
市
場
八
一
一
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
園
生 

 

幹 

夫 
 

 
 

 
 

〃 
 

土
宇
五
四
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

枝 
 

信 

義 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

五
二
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

枝 
 

□ 

雄 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 

九
四
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

安 

藤 
 

す
み
子 

 
 

 

四 

就
任
監
事 

 
 

市
原
市
二
日
市
場
六
一
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉 

野 
 

孝 

男 
 

 
 

 
 

〃 
 

山
田
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

仲 

村 
 

和 

雄 
 

 
 

   
 

 

指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
及
び
調

 
 

 

書
の
縦
覧 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
□
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

次
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
□
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
□

た
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な
お
□
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
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所
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山
武
郡
九
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里
町
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四
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六 
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十
九
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漁
業
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同
組
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郡
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子
町
牛
込
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九
二
〇
番
地
五 

齋
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房
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山
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郡
九
十
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里
町
作
田
五
□
五
八
九
番
地
四 

海
老
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２ 

加
入
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九
十
九
里
加
入
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漁
船
損
害
等
補
償
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第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
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漁
業
協
同
組
合
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九
里
漁
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協
同
組
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指
定
漁
船
調
書
の
縦
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縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
六
月
五
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

九
十
九
里
漁
業
協
同
組
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設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

建
設
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
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□
第
二
十
九
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の
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第
一
項
の
規
定
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よ
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商
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サ
ン
レ
□
株
式
会
社 

二 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
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白
井
市
木
二
〇
番
地 

三 

代
表
者
の
氏
名 

久
保
田 

良
宏 
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許
可
番
号 

千
葉
県
知
事
許
可
□
般―

三
□
第
四
七
四
一
三
号 

五 

処
分
の
内
容 

建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し 

六 

処
分
の
原
因
と
な
□
た
事
実 

営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
た
め
□
そ
の
旨
令
和
八
年
四
月
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七
日
付
け
で
公
告
し
た
が
□
そ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
く
□
こ
の
こ
と
は

建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
□ 
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処
分
を
し
た
年
月
日 

令
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年
五
月
二
十
二
日 

特

定

調
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公

告 

 

こ
の
特
定
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告
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づ
く
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府
調
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の
適
用
を
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け
る
も
の
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